


　厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」（以下「脳・心臓
疾患の認定基準」といいます。）を定めています。
　このパンフレットは、脳・心臓疾患の認定基準の概要と、「過労死」がどのように労災認定
されるかについて、わかりやすくまとめたものです。




